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ヒト受精卵（胚）を利用した研究の実施状況について（照会） 

総合科学技術・イノベーション会議 生命倫理専門調査会では、ヒト受精胚への

ゲノム編集技術を用いる研究に係る検討を進めています。つきましては、ヒト受

精卵（胚）を用いた生殖補助医療に資する研究の実施状況の実態について把握す

るため、生命倫理専門調査会運営規則第 12 条２項※に基づき、貴学会に下記の通

り照会致します。 

記 

照会事項：別紙参照 

照会期限：平成 30年２月 28日 

※ 生命倫理専門調査会運営規則第 12条２項：

第 12条

２ 会長が必要と認めたときは、専門調査会に属する専門委員以外の者に対し、

会議に資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができ

る。 

内閣府 政策統括官（科学技術･イノベーション担当）付

重要課題達成担当参事官（人・くらし担当）付

〒100-8914 東京都千代田区永田町１丁目６番１号 
TEL: 03-5253-2111（内線:36243）/ FAX:03-3581-9969 

資料６



（別紙） 

 

照会事項 

 

１． 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」（平成 16 年 7 月 23 日 総合科学技

術会議）（以下「基本的考え方」という。）が発表された以降における、「ヒト

精子・卵子・受精卵を取り扱う研究に関する見解（会告）」（昭和 60年３月発

表）（以下「会告」という。）に基づき登録された研究における以下の点につい

て御回答下さい。 

（１） 「会告」に基づき登録された研究の「年次別件数」及び「総件数」 

（２） （１）の対象となる研究で、「受精卵（胚）」を用いた研究の「年次別件

数」及び「総件数」 

（３） （２）の「受精卵（胚）」を用いた研究で、ヒト ES 細胞の樹立に関する

指針（平成 26年 文部科学省・厚生労働省）第七条一項※に示す「ヒト受

精胚」を用いた研究の「年次別件数」及び「総件数」 

（４） （３）の対象となる研究で、ES細胞樹立に係る研究を除く研究の「年次

別件数」及び「総件数」 

（５） （４）の対象となる研究で、基礎的研究の「年次別件数」及び「総件数」 

 

２． 「基本的考え方」が発表された以降における、受精卵（胚）を用いる研究に

対する「会告」の考え方について御回答下さい。 

 

 

 

※「ヒト ES細胞の樹立に関する指針」（平成 26年 文部科学省・厚生労働省） 

第七条一項： 

第七条 第一種樹立の用に供されるヒト受精胚は､次に掲げる要件を満たす

ものとする｡ 

一 生殖補助医療に用いる目的で作成されたヒト受精胚であって､当該目

的に用いる予定がないもののうち､提供する者による当該ヒト受精胚

を滅失させることについての意思が確認されているものであること｡ 
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